
船舶事故調査報告書 

令和５年２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１１月６日 １７時００分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市千畳敷西方沖 

 一里島灯標から真方位３４５°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°０２.７′ 東経１３８°１３.０′） 

事故の概要  プレジャーボートHAGIWARA
ハ ギ ワ ラ

は、南進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年２月１７日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート HAGIWARA、５.８トン 

 ２９０－６６４３８新潟、萩原工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラに曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時 

日没時刻：１６時４４分ごろ 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、ＧＰＳプロッ

ターを作動させて、約５ノットの対地速力で手動操舵により南進中、

千畳敷西方沖の浅所に乗り揚げた。 

船長は、本事故発生場所付近海域を航行した経験があり、同海域に

は浅所や岩礁が散在していることを知っていた。 

船長は、本事故後、浅所等より翌日に行う釣りのポイントを探すこ

とに意識が向いていて、陸岸に寄り過ぎて航行したと思った。 

 船長は、出航前、本船の喫水を測っていなかった。 

分析  本船は、南進中、船長が、本船の喫水を把握しないまま釣りのポイ

ントを探すことに意識を向け、浅所や岩礁が散在している陸岸寄りを

航行したことから、千畳敷西方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が南進中、船長が、本船の喫水を把握しない

まま釣りのポイントを探すことに意識を向け、浅所や岩礁が散在して

いる陸岸寄りを航行したため、千畳敷西方沖の浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、出航前に自船の喫水を把握しておくこと。 

 ・船長は、ＧＰＳプロッターを活用して、浅所等が散在する海域に

は、近づかないように注意すること。 

 


